
起業促進プラットフォーム「ＩＮＡＣＯＭＥ」 農⼭漁村発イノベーション中央サポート事業（農⼭漁村発イノベーション促進事業）

○ 平成30年秋に農山漁村において地域資源を活用した多様なビジネスの創出を促進するための起業促進プロジェクト 「ＩＮＡＣＯ
ＭＥ」（イナカム）を始動。

○ 情報交換を通じてビジネスプランの磨き上げや互いに切磋琢磨できる環境を整備するとともに、起業に関する施策の情報発信
やビジネスプランコンテスト等を実施。令和４年度は令和５年２月18日にビジネスプランコンテストを開催。

○ 令和元年９月末にはオンライン上で起業者や起業支援者が交流できるプラットフォームを開設し、
令和５年11月末現在の加入者数は約2,600名。

○ 令和２年からは、起業者と地域課題のマッチングプログラムを実施。

コミュニティ機能
ー

自分のニーズに合った地域内外のコ

ミュニティに参加して情報交換できる！

メンバー＆支援者検索
ー

全国の同業者や、地域の起業者・支援

団体・有識者と繋がることができる！

動画セミナー
ー

起業や事業拡大に役立つセミナーを

自宅で受講できる！

実例記事
ー

全国各地の起業・新規事業展開の

成功事例を学べる！

イベント案内
ー

経営支援や資金調達支援など

様々なイベントの情報が手に入る！

マッチングイベント
ー

地域の課題の解決や、事業発展をポー

トできる協業パートナーが見つかる！

プラットフォームの活用事例

事業展開に必要な
パートナーを探す場として活用

令和４年度開催のビジコンの様子

プラットフォームの概要・機能

⇒ 市場分析やデザインを強化したい地

域起業者からの相談を受けて、事務

局がプラットフォーム加入者から候補

者を紹介。その後、事務局、相談者、

候補者で合意点を模索。

https://inacome.jp/

Webプラットフォーム

（11名のファイナリストによる発表） （表彰式の様⼦）
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地産地消コーディネーターの派遣・育成 農⼭漁村発イノベーション中央サポート事業（地域の⾷の絆強化推進運動事業）

施設給⾷に地場産物を安定的に供給する体制整備等の⽀援を⽬的に、地場産物利⽤を進めるに当たって課題を持つ地域・
団体等に、課題解決に向けた助⾔・指導を⾏う専⾨家（地産地消コーディネーター）を派遣します。

応募

提出

報告・提出

＜派遣の流れ＞
病院や学校等の施設給⾷等への地場
産物の利⽤を拡⼤したい︕

地産地消活動を推進する組織・団体、⾃治
体、JA、病院、福祉施設、学校給⾷の調理
場、社員⾷堂、保育園、幼稚園、⽣産者組
織、給⾷事業等 ⽣産現場と給⾷現場

の間で、地場産物の
供給体制、品質、価
格などが悩みのタネ

派
遣
希
望
の
募
集

︵
６
⽉
〜
８
⽉
頃
︶ 希望する指導内容、派遣時

期、給⾷施設の概要など

派遣の決定

事務局（補助事業者）

派遣申請書の作成

派
遣
先
決
定

︵
８
⽉
頃
︶

派
遣
の
実
施

︵
９
⽉
〜
２
⽉
頃
︶

派遣希望地域・団体等の募集

派遣地域・団体等の選定

派遣先の決定・派遣コー
ディネーターの協議

派遣の開始

派遣報告書の作成

派遣終了

派遣先とコーディネーターとの調整（⽇程・内容）

報告内容の確認

派遣コーディネーター

栄養教諭、⽣産者組織代表、JA、
コンサルタント、企業、⾏政など

地産地消の推進、学校等施設給⾷
への地場産物利⽤等に関する知⾒
や経験を有する専⾨家

派遣の実施
１地域・団体当たり、１名のコーディネーターを３回程度派遣

※ 状況により１、２回の派遣も可。リモート対応も可

派
遣
の
報
告

︵
３
⽉
頃
︶

納⼊体制等の状況、数値・成
果⽬標等の設定など

＜派遣決定の連絡＞

・課題整理・共有
・指導内容の検討
・助⾔、指導

・課題の抽出
・⽬標の確認
・実践、実⾏

※ コーディネーターの派遣のほか、コーディネーター育成のための研修も本事業で実施します。 14



＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．農⼭漁村発イノベーション整備事業（定住促進・交流対策型）

都道府県や市町村が計画主体となり、農⼭漁村における定住・交流の促進、農林
漁業者の所得向上や雇⽤の増⼤等、農⼭漁村の活性化のために必要となる農林⽔
産物加⼯・販売施設、地域間交流拠点等の整備を⽀援します。
【事業期間︓３年間（上限５年間）、交付率︓1/2等】

２．農⼭漁村発イノベーション整備事業（産業⽀援型）
農林漁業者等が多様な事業者とネットワークを構築し、制度資⾦等の融資⼜は出

資を活⽤して６次産業化等に取り組む場合に必要となる、農林⽔産物加⼯・販売施
設等の整備に対して⽀援します。

（※農林⽔産物以外の多様な地域資源を活⽤した取組を⽀援対象に追加）
なお、⾮接触・⾮対⾯での作業に対応した加⼯・販売施設等の整備も可能です。

【事業期間︓１年間、交付率︓3/10等】

再⽣可能エネルギー発電・蓄電・給電設備については、1⼜は２の施設整備と同
時に設置する場合に加え、既存の活性化・６次化施設に追加して設置する場合も
⽀援します。

＜対策のポイント＞
農⼭漁村の⾃⽴及び維持発展に向けて、地域資源を活⽤しつつ、農⼭漁村における定住・交流の促進、農林漁業者の所得向上や雇⽤の増⼤を図るた

めに必要となる農林⽔産物加⼯・販売施設、地域間交流拠点等の整備を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農⼭漁村における施設整備による雇⽤者数の増加（140⼈［令和７年度まで］）
○ 農⼭漁村発イノベーションに取り組んでいる優良事業体数の増加（100事業体［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

集出荷・貯蔵・加⼯施設

定住促進・交流対策型

産業⽀援型

※２ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定、
農商⼯等連携促進法に基づく農商⼯等連携事業計画の認定⼜は
都道府県若しくは市町村が策定する戦略に基づく事業計画の認定が必要

○計画主体 都道府県、市町村※１

○事業実施主体 都道府県、市町村、農林漁業者団体等

農林⽔産物処理加⼯施設 農家レストラン

廃校を利⽤した交流施設

※１ 農⼭漁村活性化法に基づく活性化計画の作成が必要

○事業実施主体 農林漁業者団体、中⼩企業者※２

発電設備等の整備

販売・交流施設等

太陽光発電設備

電⼒供給

EV⾞等への給電設備

農林⽔産物直売所

国 地⽅公共団体 農林漁業者の
組織する団体等

定額、1/2等 3/10、1/2等

［お問い合わせ先］
（１の事業） 農村振興局地域整備課 （03-3501-0814）
（２の事業） 都市農村交流課（03-6744-2497）

農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策）のうち
農⼭漁村発イノベーション整備事業（定住促進・交流対策型及び産業⽀援型）

【令和６年度予算概算決定額 8,389（9,070）百万円の内数】

※下線部は拡充内容
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○定住促進・交流対策型では、農⼭漁村への定住や都市と農⼭漁村の交流の促進による地域の活性化のために
必要な事業（ハード整備）を⽀援。定住促進または交流促進の⽬的に応じて、様々な施設整備が可能。

【令和６年度予算概算決定額 8,389（9,070）百万円の内数】■農⼭漁村発イノベーション整備事業（定住促進・交流対策型）

※要件等の詳細はホームページをご確認ください※

農⼭漁村発イノベーション対策 農⼭漁村発イノベーション対策または イノベ整備 ガイドブック

＜ ハード対策 ＞

※計画主体は都道府県または市町村（農⼭漁村性化法
に基づく活性化計画の作成が必要）です。

ハウス

集出荷･貯蔵･加工施設

交流対策定住促進対策

直売所・農家レストラン

農作業の体験施設 廃校を利用した交流施設

地域特産品の加工体験施設事業実施期間︓原則３年間
交付率︓１/２等
上 限︓４億円（国費）
その他︓延べ床⾯積29万円/m2以内

延べ床⾯積計1,500m2以内

事業実施主体

・都道府県
・市町村
・農林漁業者団体
・計画主体が指名した⺠間団体

ほか

定住
促進
対策

・雇⽤者数の増
・販売額の増
・定住⼈⼝の維持・増

交流
対策

・滞在者数の増
・販売額の増
・交流⼈⼝の増

【事業⽬標の設定】
・申請の際に各対策に応じた以下の⽬標を設定

していただきます。
・事業実施後に⾃⼰評価していただき、⽬標が

達成していない場合は、達成まで改善を続けて
いただきます。

高性能林業機械 指定棚田地域の保全整備 自然環境保全・活用施設
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＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．農⼭漁村発イノベーション推進事業（農泊推進型）

① 農泊推進事業等
農泊の推進体制整備や地元⾷材・景観等を活⽤した観光コンテンツの開発、Wi-Fi等の環境整備、新たな取組

に必要な⼈材確保等を⽀援します。【事業期間︓上限２年間】
ア 農泊地域創出タイプ︓農泊に新たに取り組む地域を⽀援します。【交付率︓定額（上限500万円/年）】
イ 農泊地域経営強化タイプ︓過去に農泊推進事業を実施した地域において、単価の引き上げ等の⾼付加価値化

を⽬指す新たな取組を⽀援します。
【交付率︓定額（上限（250万円（年基準額）×事業期間））】

ウ ⼈材活⽤事業【交付率︓定額(研修⽣タイプの場合は上限250万円、専⾨家タイプの場合は上限650万円)】
② 広域ネットワーク推進事業

戦略的な国内外へのプロモーション、課題を抱える地域への専⾨家派遣・指導、ニーズ調査等を⽀援します。
【事業期間︓１年間、交付率︓定額】

２．農⼭漁村発イノベーション整備事業（農泊推進型）
① 農泊の推進に必要な古⺠家等を活⽤した滞在施設、⼀棟貸し施設、体験・交流施設等の整備を⽀援します。

【事業期間︓上限２年間、交付率︓1/2（上限2,500万円/事業期間※）】
（※ 遊休資産の改修︓上限5,000万円、市町村所有の遊休資産を宿泊施設として改修︓上限１億円）

② 農家⺠泊等における⼩規模な改修を⽀援します。
【事業期間︓１年間、交付率︓1/2（上限1,000万円/経営者かつ5,000万円/地域、農家⺠宿へ転換する場

合は上限100万円を加算）】

※下線部は拡充内容

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-0030）

農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策）のうち
農⼭漁村発イノベーション推進・整備事業（農泊推進型）

【令和６年度予算概算決定額 8,389（9,070）百万円の内数】
＜対策のポイント＞

農⼭漁村の所得向上と関係⼈⼝の創出を図るため、農泊地域の実施体制の整備や経営の強化、⾷や景観の観光コンテンツとしての磨き上げ、国内外へ
のプロモーション、古⺠家を活⽤した滞在施設の整備等を⼀体的に⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 都市と農⼭漁村の交流⼈⼝の増加（1,540万⼈［令和７年度まで］）
○ 農泊地域での年間延べ宿泊者数（700万⼈泊［令和７年度まで］）

専⾨家の派遣・指導

古⺠家等を活⽤した滞在施設の整備

地元⾷材・景観等を活⽤した観光コンテンツの開発

Wi-Fiの環境整備

中核法⼈
宿 泊 業飲 ⾷ 業

農林⽔産業

⼩売業
旅 ⾏ 業⾦ 融 業

交 通 業

地域協議会
多様なプレーヤーで構成される地域協議会に対して⼀体的に⽀援

＜事業の流れ＞

国

定額

1/2

定額 （１②の事業）

（１①の事業）

（２の事業）中核法⼈等

地域協議会等
⺠間企業等

（都道府県、⼀般社団法⼈を含む）
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